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申
告
会
場
に
住
基
カ
ー
ド
を
持
参
い
た
だ

け
れ
ば
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、

e
‐
T
a
x
（
電
子
申
告
）
が
で
き
ま
す
。

e
‐
T
a
x
を
利
用
し
て
所
得
税
の
申
告
を

す
る
と
、

●
最
高
５
０
０
０
円
の
税
額
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
平
成
19
年
分
か
ら

平
成
21
年
分
で
控
除
を
受
け
た
か
た
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
）

●
添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を
省
略
で

き
ま
す
。（
源
泉
徴
収
票
や
医
療
費
の
領

収
書
な
ど
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信

し
ま
す
）

●
還
付
金
を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
e
‐
T
a
x
に
よ
る
還
付
申
告
は

早
期
処
理
さ
れ
ま
す
）

市・県民税の申告が必要です
※申告先は平成23年1月1日現在お住まいの市町村です

確定申告が必要

いいえ はい

はい いいえはい

いいえ はい

いいえ はい

いいえ いいえ はいはい

平成22年中に収入があった

勝山市に住む家族の扶養になっている 税務署に確定申告した

給与収入があった

給与収入以外の収入があった

申告不要

申告不要
給与および退職所得以外の
所得が20万円を超える

いいえ

勤務先から、1月1日現在
お住まいの市町村へ給与
支払報告書が提出済み

申
告
に
関
わ
る
注
意
事
項

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
か
？

　

１
月
１
日
に
勝
山
市
で
生
活
し
、
前
年

中
に
収
入
が
あ
っ
た
人
は
、
市
・
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
、
次
の
人
は
申
告
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

① 

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
人
と
、

そ
の
扶
養
親
族

② 

給
与
収
入
の
み
の
人
で
給
与
支
払
報
告

書
が
勤
務
先
か
ら
提
出
済
み
の
人
と
、

そ
の
扶
養
親
族

　

申
告
が
必
要
か
ど
う
か
次
の
流
れ
図
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

平
成
22
年
中
に
収
入
が
無
い
場
合
に
は

『
無
所
得
の
申
告
書
』
を
勝
山
市
に
提
出
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
農
業
収
入
の
あ
る
人
も
、

忘
れ
ず
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
告
が
無
い
場
合
は
、

◎ 

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
な
い

◎
所
得
証
明
書
が
発
行
さ
れ
な
い

な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
不
利
益
を

被
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■控除と必要書類
控除対象 必要書類など

生命・地震保険料 控除証明書

国民年金保険料 控除証明書または納付済領収書

寄付金 寄付先からの領収書

住宅ローン（２年目以降） 借入金年末残高等証明書など

障害、介護関係
・障害者手帳など各種証明書
・介護保険料の領収書
・障害者控除対象認定書※

　　　　※健康長寿課（☎87-0888）から、１月中に郵送されます

◆国税庁ホームページ
　　http://www.nta.go.jp
◆ｅ‐ Taxホームページ
　　http://www.e-tax.nta.go.jp
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申
告
受
付
は
、
平
日
（
朝
８
時
30
分
開
場
）

２
月
16
日（
水
）〜
３
月
15
日（
火
）

◎
休
日
受
付
は
３
月
６
日（
日
）

問　

税
務
課
（
88
‐
1
1
1
1　

内
線
2
4
3
）

【
申
告
が
必
要
な
人
】

①
事
業
を
し
て
い
る
人

②
地
代
や
家
賃
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

③
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人

④
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

⑤
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

⑥
給
与
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
に
、
農
業
や

年
金
な
ど
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人

⑦
受
給
年
金
で
源
泉
徴
収
が
あ
る
人

⑧
中
途
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い

な
い
人

⑨
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
住
宅
ロ
―
ン

控
除
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
人

⑩
合
計
所
得
が
38
万
円
を
超
え
る
人

【
医
療
費
控
除
】

　

平
成
22
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
に
関
わ

る
控
除
を
申
告
さ
れ
る
人
は
、
誰
が
ど
こ
の

病
院
で
い
く
ら
支
払
っ
た
か
が
分
か
る
よ
う

に
集
計
を
し
た
メ
モ
を
申
告
会
場
に
ご
持
参

く
だ
さ
い
。
集
計
さ
れ
て
な
い
場
合
、
下
記

の
注
意
事
項
に
つ
い
て
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
農
業
申
告
】

　

農
業
の
収
入
と
経
費
の
収
支
計
算
を
事
前

に
済
ま
せ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

収
支
計
算
に
便
利
な
収
支
計
算
準
備
表
を

申
告
会
場
や
税
務
課
窓
口
に
備
え
置
き
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
農
業
申
告
に
は
特
別
会
場
を
下
記

の
と
お
り
に
設
け
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
日
程
の
都
合
な
ど
で
教
育
会
館
の

申
告
会
場
を
ご
利
用
に
な
る
場
合
は
次
の
注

意
事
項
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

　

医
療
費
の
分
類
集
計
や
農
業
の
収
支
計
算

が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
別
室
な
ど
で
作

成
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
申
告
を
受
け
付

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
他
の
申
告
者
の
待
ち
時
間
を
軽

減
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

確定申告

所
得
税
の
確
定
申
告

申
告
時
の
お
願
い

申告内容 受付期間 会場・受付時間

還付申告

２月 １日（火）
から

３月１５日（火）
までの平日

大野税務署
（午前）9:00～正午
（午後）1:00～ 4:00

[お問い合わせ]
大野税務署
　個人課税部門

☎66－2180
※ 音声案内に従い、２を
プッシュしてください

営業所得
山林所得
譲渡所得
青色申告
贈与税申告

２月１６日（水）
から

３月１５日（火）
までの平日

消費税申告

２月１６日（水）
から

３月３１日（木）
までの平日

上記以外の
申告

２月１６日（水）
から

３月１５日（火）
までの平日

【休日受付】
３月６日（日）

教育会館 第１研修室
（午前）8:50～ 11:30
（午後）1:00～ 3:30
[お問い合わせ]
勝山市役所　税務課

　☎88－1111
内線243

※申告は、お早めにお願いします

★地区巡回相談の日程

★農業申告の日程

※時間をお間違えのないよう、お願いします

2月25日（金） 平泉寺公民館 8:30～11:30

2月28日（月） 村 岡 公 民 館 8:30～15:30

3月  1日（火） 北 谷 公 民 館 8:30～11:30

3月  2日（水） 野 向 公 民 館 8:30～11:30

3月  3日（木） 荒 土 公 民 館 8:30～15:30

3月  4日（金） 北 郷 公 民 館 8:30～15:30

3月  7日（月） 鹿 谷 公 民 館 8:30～11:30

3月  8日（火） 遅 羽 公 民 館 8:30～11:30

3月  9日（水） 猪野瀬公民館 8:30～11:30

2月21日（月） ＪＡテラル越前
勝山ふれあいセンター
研修会館（滝波５丁目）
（午前）9:00～正午
（午後）1:00～4:00

2月22日（火）

2月23日（水）

2月24日（木）

■年金受給者の申告説明会日程
　2月8日（火）、9日（水）、10日（木）
　　（午前）9:00～正午　（午後）1:00～ 4:00
　　教育会館　第１研修室　※エレベーターがあります


